
建設キャリアアップシステム
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適正な現場運用の展開について

1. CCUSの概要
2. 能力評価実施フロー
3. 適正な現場運用のポイント
4. 総合評価でのCCUS
5. モデル工事：受発注者の相互理解が進む有効
な普及促進策

For Osaka Pref.
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カードタッチで就業履歴が溜まる

蓄積した履歴

保有資格

職長・班長の経験年数

＋

＋

ゴールドカード：●●人
シルバーカード：▲▲人

専門工事企業の
施工能力見える化*

判定結果：★★★★
による

事業者としての
アドバンテージ

① 施工体制登録

② 施工体制技能者登録

元請：現場登録

1次

作業員名簿

元請

◉ 技能・経験に応じた適切なステータスと処遇を実現
◉ 若い世代が将来の見通しを持って入職しやすい環境を作る
◉ 技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指す

事業者登録

技能者登録

所在地、建設業許可番号、
社会保険・建退共加入状況

本人情報、所属事業者名、職種
社会保険・建退共加入状況、保有資格

1-1.CCUSの基本：

1．CCUSの概要

レベルに応じた賃金
・処遇改善

職種ごと評価基準*

現場管理の効率化 発注者・建退共等へのデータ連携

社会保険入・資格保有状況確認 安全書類・建退共電子申請方式への連携

デジタル化を
駆使して

レベル判定

技能者の
能力評価
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就業履歴数

単月 累計
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技能者の登録数

単月 累計
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事業者（一人親方除く）の登録数

単月 累計

建設キャリアアップシステムの利用状況（2024年10月末実績）

564万件/月
就業履歴数

154.6万人

技能者登録数

18.4万社

事業者登録数（一人親方除く）

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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○ 技能者は約154.6万人が登録済   

 （技能者の３人に１人超が利用する水準に。）

○ 事業者（一人親方除く）は約18.4万社が登録済
 （工事実績のある許可事業者の半数相当に。）

○ 一人親方は約9.6万者が登録済
 （一人親方は、技能者の登録数に含まれる。）

○ 現場での利用数※は逓増傾向

（※就業履歴数。直近では月564万件で推移。）

約1.68億件を蓄積

うち2022年度分：約4,167万件
うち2023年度分：約5,357万件



担い手の確保

持続可能な建設業へ

1-2.今後の展開：■担い手三法の改正概要
背景・必要性

法案の概要

１．労働者の処遇改善
資材高騰に伴う

２.労務費へのしわ寄せ防止
３．働き方改革と生産性向上

○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
・国は、取組状況を調査･公表。中央建設業審議会

へ報告

○標準労務費の勧告
・中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止

国土交通大臣等は違反発注者に勧告･公表

（違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」
を契約書記載事項として明確化

・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク)の
情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方
法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注
文者は、誠実に協議に応じる努力義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

○長時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注

者にも禁止）

・工期変更の協議円滑化
・資材入手困難等おそれ情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・上記通知をした受注者は、注文者に工期の変更を協議できる。注文者
は、誠実に協議に応ずる努力義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

⇒特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力
義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化
（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

【主な条件】

・兼任する現場間移動が容易

・ICTを活用し遠隔からの

現場確認が可能

・兼任する現場数は一定以下

担い手の確保が困難

○ 建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長い

○ 資材高騰分の適切な転嫁が進まず、労務費を圧迫

○ 時間外労働の罰則付き上限規制が適用開始
働き方改革・生産性向上

… 労働時間の適正化
… 現場管理の効率化

処 遇 改 善 … 賃金の引上げ

労務費へのしわ寄せ防止 … 資材高騰分の転嫁

「建設Gメン」監視強化

1. 対象拡大：大臣許可⇒知事許可
2. 内容充実：

●請負代金（12の行動指針）
●工期（遅延時の対応状況）

3. 体制充実：法施行前でも先行調査
●R5d;72名⇒R6d；135名
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CCUS 利用拡大に向けた３か年計画（概要）

○ これまでの５年間の取組を通じて、CCUSの土台となる技能者・事業者の登録が進展。

○ 今後３年間で、改正建設業法に基づく取組と一体となって、この土台を活用した処遇改善や業務効率化の

メリット拡大を図る。

○「労務費の基準」に適合した労務費の確保・行き渡りと一
体となって、CCUSの技能レベルに応じた手当・賃金制度
等を普及拡大 等

4

あらゆる現場・あらゆる職種でCCUSと能力評価を実施
技能者や建設企業が実感できるCCUSのメリットを拡充

○CCUSデータを用いて安全衛生書類等の作成を効率化

○建退共の申請事務の抜本的な効率化 等

○技能者・事業者の登録拡大等、就業履歴の蓄積促進策を強化

○能力評価の対象分野の拡大など、技能者のレベル判定の促進策を強化 等

CCUSの土台となる
技能者・事業者登録の拡大
【登録拡大フェーズ】

改正建設業法と一体となった、
処遇改善・業務効率化の拡大
【メリット拡大フェーズ】

処遇確保や業務効率化の
浸透・定着

【定着発展フェーズ】

●今回の「３か年計画」の位置づけ

計画の実施状況を少なくとも年１回フォローアップするとともに、進捗状況を踏まえ必要に応じ見直し

R6.7.24公表

２．CCUSを活用した事務作業の効率化・省力化１．経験・技能に応じた処遇改善

３．就業履歴の蓄積と能力評価の拡大



CCUS 利用拡大に向けた３か年計画（ロードマップ）
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R６年度 R７年度 R８年度～

経験・技能に
応じた処遇改
善

CCUSを活用
した事務作業
の効率化・省
力化

CCUSと建退共との連携完結

施工体制台帳の
提出義務合理化

技能者アプリの導入
資格証携行義務への対応

建退共のCCUS活用電子申請推進

建退共掛金の積立状況の表示

連携できるデータの
範囲の拡大（入退場データ等）

労務安全システム等との情報連携

就業履歴の蓄
積と能力評価
の拡大

自治体における取組の見える化 就業履歴蓄積状況に
応じた経審加点

都道府県・市町村への働きかけ、
直轄モデル工事推進

CCUS登録と能力評価の
ワンストップ化

能力評価分野の拡大（住宅建築、多能工など）

元請が現場登録しない場合の
就業履歴の蓄積のあり方について検討

就業履歴を蓄積できな
い現場の解消

能力評価を受けられな
い分野の解消

技能者がアプリで、自
身の経験等のデータを
確認

CCUSの登録データを
活用した事務作業削減

CCUSと建退共の
完全連携

技能者や建設企業
が実感できる
CCUSのメリット
を拡大

あらゆる現場・
あらゆる職種で
CCUSと能力評価
を実施

技能者を大切にする適
正企業の評価向上

CCUSレベルに応じた
手当・賃金等

適正な労務費の
確保・行き渡り

「技能者を大切にする適
正企業」の自主宣言
制度（仮称）の創設

水準の高い取組を行う企業の
認証・インセンティブ強化

インセンティブ
提供

労務費の基準の適用

技能者の処遇改善に資する退職金共済制度の検討

表明保証に関する検討・試行
「建設Gメン」による実地調査

CCUSレベルに応じた手当・賃金等の働きかけ

R6.7.24公表



◆発注者支援機能：施工体制台帳の提出義務合理化

• 公共発注者と元請事業者とのCCUSモデル工

事等に係る契約に基づき、

• 元請事業者が公共発注者に対して、当該現場

のCCUS運用状況の報告ができる機能

• 元請事業者はCCUSに発注者支援機能の設

定を行うことにより、公共発注者がCCUSより当

該現場の情報を（CSVファイル）にてダウンロー

ドしExcel帳票で確認できる

元請事業者 公共発注者

CCUS

1. CCUS利用状況
2. 週休2日達成状況
3. 安全書類

元請から事前に受領
した現場IDとPWで自
らCCUSにログインし、
設定したデータをダウ
ンロード、別途DLする
Excel帳票に取り込
んで利用

1. CCUS利用状況

モデル工事等で実施する工事
成績評定の計測に使用：

• 登録事業者率
• 登録技能者率
• 就業履歴蓄積率
• 上記の計測日の平均値
• レベル別・職種別就業日数

（竣工後）
• レベル別・分野別就業日数

（竣工後）

2. 週休2日達成状況

週休2日を標準とした取組みへ
の移行プロセスで、発注者が実
施状況の確認に使用：

• 現場閉所率
• 平均就業日数
• 休日率
• 週休2日判定
• 週休2日Overとなっている

労働者の割合

3. 安全書類

従来書面で事前に提出していた
書類をリアルタイムで発注者が
確認出来るようにする：

• 施工体制台帳
• 施工体系図
• 下請業者編成表
• 再下請負通知書
• 作業員名簿
• 社会保険加入状況
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＊データ連携による安全書類作成管理の効率化： 

施工体制台帳（出力できる者：元請事業者、当該下請事業者）

7

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反
映される項目

今回改修でシステム上で入力可能となった項目

2023.9.29白
抜き個所の入力
画面組込み完了



＊データ連携による安全書類作成管理の効率化： 

再下請負通知書（変更届）（出力できる者：元請事業者、当該下請事業者）
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ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反
映される項目

今回改修でシステム上で入力可能となった項目

2023.9.29白
抜き個所の入力
画面組込み完了



＊データ連携による安全書類作成管理の効率化： 

作業員名簿（社会保険加入状況について組込版）
（出力できる者：元請事業者、当該下請事業者）

9

ＣＣＵＳの登録上で入力が必須であり、自動反映される項目

ＣＣＵＳの登録上で入力が任意であり、入力されている場合に自動反
映される項目

今回改修でシステム上で入力可能となった項目

2023.9.29白
抜き個所の入力
画面組込み完了

■出力可能な安全書類
全建統一様式（改訂5版）に準じた以下の安全書類の出力が可能
・施工体制台帳
・施工体系図
・下請負業者編成表
・再下請負通知書
・作業員名簿（社会保険加入状況組込版）

■新たに入力項目を追加する画面
①現場契約情報 【610_30】
②施工体制情報 【620_10】
③施工体制技能者情報 【620_20】



2. 能力評価実施フロー
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2.能力評価実施フロー

• 実施団体はCCUSデータベースを参照して判定

11

職種ごとの
能力評価実施団体

③能力評価基準に基
づき、CCUSに登録さ
れた基本情報・就業
履歴情報を参照して
審査

申請者

判
定

結果通知 カード発行
指示

建設業振興基金

④カード発行

①手数料
振込み

②能力評
価申請

基本情報

就業履歴情報

データ参照

・申請・審査フロー：

• 本人情報
• 保有資格

• 職種
• 立場
• 就業日数



*参考：能力評価基準と申請方法

• 国交省HP；能力評価制度にアクセスして確認 「職種」については、
CCUS職種コードに
記載の職種に寄せる

【CCUSポータル】能力評価制度について

能力評価制度ガイドライン

能力評価制度実施団体一覧

能力評価基準一覧

12



*参考：能力評価基準と申請方法
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*参考：能力評価運用上の留意点

• 「経歴証明」はシステム利用前の経歴を所属事業者が証明するもの

♪カードタッチ開始以前の経歴・職長経験年数は、経歴証明で評価される

2029.4以降の経歴は
⇒システムに蓄積された経
歴のみで評価される

適正な運用で早期に蓄積を開始
する必要がある！

14

◆経歴証明の提出自体は令和11年3月末まで延長された。

令和6年
2024.3.31

従事開始

現在

2019.4～

システム運用開始

★

経歴証明 就業履歴

申請

●ただし経歴証明で証明できるのは令和6年3月31日までの経歴
●4/1以降はシステムに蓄積された就業履歴で判断⇒評価に掛かる就業履歴となっているか？

令和11年
2029.3.31

★経歴証明起算点：
建設業に関する資格を
最初に取得した日（た
だしCCUS登録済みの
もの）

経歴証明を提出できる期限

⇒「経歴証明+CCUS就業履歴」
で評価される

就業履歴

申請

◼評価に掛かる適正な就業履歴：
① 施工体制技能者登録されていること
② 能力評価基準で指定された職種コ

ードでの蓄積
③ 職長・安責は立場の登録 が重要

経歴証明

★

CCUS就業履歴

申請

★起算日の扱いにも留意



3. 適正な現場運用のポイント
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3.適正な現場運用のポイント

• 能力評価に有効な就業履歴を蓄積するには、就業履歴を蓄積する際、
以下の情報が含まれている必要あり

① 所属事業者：関連付けがないと施工体制技能者登録が出来ない

② 職種：能力評価基準に指定された職種を選んでいるか

③ 立場：Lv３・４にアップするには職長・班長等の実績が必要

④ 資格：職種ごとに各Lvで取得すべき資格が規定されている

16

• 令和6年3月末までは所属事業者の経歴証明で能力評価を受けることが出来る

• 能力評価受審までにCCUS技能者登録に資格情報をメンテナンスすること

• どの能力評価基準でレベルアップしていくのかを決め、その職種を「主たる」に位置付ける

• 代理も含め実際の業務として行っている者に付ける、安責、主任技術者等も可



現場施工体制登録

3.適正な現場運用のポイント

元請

一次

二次

技能者

① 施工体制登録

② 施工体制技能者 
（作業員名簿）登録

上位事業者が登録し、
下位が承認

事業者が
関連付けが出来ている
所属技能者から
選択してセット

一次

二次

技能者

二次

技能者

一次

二次

技能者

二次

技能者

一次

二次

技能者

二次

技能者

①施工体制登録
②施工体制技能者（作業員名簿）登録 の中で設定される

職種・立場
・作業内容

保有資格

評価に有効な

③ 就業履歴の蓄積

元請

現場ごとに決まる

17

• 能力評価に必要な情報は



＊能力評価に掛からない就業履歴とは

• 「所属事業者・職種・立場」が反映されない履歴

➢就業履歴月別カレンダーで確認できる

18

所属事業者ID・事業者名
が表示されない 職種・立場が表示されない

1.  技能者基本情報登録時：所属事業者との関連付けが無い
2.  施工体制(技能者)登録時：施工体制技能者登録が無い・不完全

原因



3.適正な現場運用のポイント

19

就業履歴確認
・フォロー
元請・下請

現場主体で管理

事業者登録

技能者登録

基本情報登録

職種ごと評価基準*

職種の選択

●技能者登録時：所属事
業者との関連付け

●技能者登録時：受審する能力評価基準指定
の職種コードとする（追加で登録可）

職種コード

本社・管理部門主体で管理

現場登録
元請(管理部門）

施工体制登録
元請・下請

施工体制
技能者登録
下請(上位事業者)

●施工体制技能者登録時：登録技能者の「編
集」ボタンから「職種」、「立場」等を確認しt規
制な状態に修正する

●就業履歴蓄積期間中：月に1度程度、
就業履歴月別カレンダーを見て不適正
な履歴がないかチェックしフォロー



3-3.大阪府発注工事のCCUS運用状況
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A) ほぼ適正な運用となっている

B) 元請もしくは下請1社の就業履歴しかない

C) 評価に掛からない履歴が見られる

D) 適正な運用について元請の理解が無い

●R6dに就業履歴が蓄積されている31現場を多い順にソートして運用状況を確認：

●適正な運用となっていない現場の
割合が7割近くある。

●Ｂ：すべて直庸のみでも、本来下
請が入場していたのではないのかと
疑われる現場もある



◎適正な現場運用事例
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所属事業者ID・事業者名がすべて表示されている

A:ほぼ適正な運用 ㈱森組：大阪モノレール茨木西

2024/11/15現在、
通算：1706タッチあり

1次：2社、2次：3社が登録され、それぞれ施工体制技能者登録も出来ている

職種がすべて表示されている

施工体制技能者登
録の際に、立場を付
けるべき人に付ける

API連携を活
用し、適正に運
用されている例

立場の登録が無い
事業者が多い



▲適正でない現場運用事例
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所属事業者ID・事業者名が表示されない 職種・立場が表示されない

●施工体制登録は11社、うちID未登録企業が３社ある。評価に掛
からない履歴の原因を見ると、施工体制に登録されていない、技能
者登録されていない（3社）ためとなっている。

●技能者の関連
付けは出来て
いる。施工体
制登録に無い
か、施工体制
技能者登録漏
れ

C:不適正な履歴あり （株）森本組：四条畷幹線

●施工体制登録漏れ

 評価に掛からない履歴



●適正でない現場運用事例
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所属事業者ID・事業者名が表示されない
職種・立場が表示されない

Ｄ：運用方法を理解していない ㈱クボタ建設：KGAT今池

 多くの履歴が
評価に掛からない

●技能者の関連付けは
出来ているが、施工体
制登録に無い(3社)
、技能者登録漏れ1
社のため評価に掛から
いりれきとなっている

●施工体制登録は12社あるが、登録無しが3社以上ある。また、技能者登録
のない下請も３社あり、基本的な運用が理解されていない様子



4. 総合評価でのCCUS
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大阪府入札・総合評価での取組み
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• 都市整備部住宅建築局公共建築室：建設工事総合評価落札方式実施ガイドライン
• 「企業の信頼性・社会性」/「担い手の確保」において
• 建設キャリアアップシステム（CCUS）活用で0.5点加点

• 参加資格確認申請書の提出日までに「CCUS事業者登録が完了* 」し、

• かつ、本工事において、「現場にカードリーダー等（技能者の現場への入退場情報を処

理できる機器（顔認証式やカードタッチ式等）の設置をすること」

と規定

●参加資格確認申請書の提出日までに、「担い手の確保」
調書の提出

*事業者登録完了が確認できる資料を添付
① 事業者登録完了メールの写し
② 建設キャリアアップシステムの事業者情報画面の写し
③ 事業者登録完了のお知らせ（はがき）の写し
④ その他、事業者登録が確認できるもの

◆契約工期の初日から工期末までの間に評価内容を
確認

⚫ 【カードリーダー等の設置が確認できない場合の措置】

➢ 工事成績評定点：5点減点

【カードリーダー等の設置を確認する】

能力評価に有効な就業履歴の蓄

積が出来ていることを確認する

「就業履歴月別カレンダー」の
提出・確認が

有効



就業履歴の蓄積を確認する帳票

• 就業履歴月別カレンダー

26

①事業者ID・事業者名：

③現場・契約情報
（元請ID ・現場名）：

④就業履歴蓄積情報（日ごと）：

②技能者ID・技能者名：



CCUS活用実施状況確認資料

●就業履歴月別カレンダー：現場ごとに蓄積された就業履歴を、月ごと・日別に表示

④カードタッチした ③技能者の情報・
①所属事業者情報

①現場登録した
元請事業者、

②登録された現場情報

④日ごとのカードタッ
チ(就業履歴)

①事業者情報登録：
②現場・契約情報登録：
③技能者情報登録：
④就業履歴情報登録：当該月の就業履歴合計

施工体制登録・技能者登録が出来ていないと、所属事業者名・就業内容が表示されない⇒能力評価に掛からないもったいない履歴

④就業内容
(職種、立場、作業内容)

メニュ- 510_閲覧/60_自社に関する現場・就業履歴で「現場名」を指定し、画面下部の「就業履歴月別カレンダー」を選択する

●確認項目：

27



CCUS活用実施状況確認資料
●就業履歴月別カレンダー：閲覧手順・帳票出力手順
現場運用マニュアル第8章<https://www.ccus.jp/attachments/show/624ab861-62f0-4d79-b4c5-148ac0a8081b>

現場名を部分入力

元請：自社が登録
した現場に◉

◉

28



5. モデル工事：受発注者の相互理解が
進む有効な普及促進策



5-1.モデル工事の有効性

• 元請は基金のサポート＊を受けて運用するので、適正な運用方法をマスターできる。
＊ポジコンサポート制度（次ページ）でエントリー

• 発注者自身がCCUSの運用状況を確認できる。（施工体制等登録方法、カードタッ
チ状況、就業履歴蓄積内容など）

• 工事成績評定の計測方法など、実際のデータを抽出する過程やそれに伴う労力を理解
していただくことで、元請のモチベーションアップにつながる。

• モデル工事見学会の開催により、周囲の事業者、発注者にCCUSの適正な運用につ
いて水平展開が図れる。

30

● 2024.10.01 関東地整発注モデル工事見学会の様子：

・元請からの報告内容：カードタッチ状況は動画で紹介 ・見学会開催状況：地場元請、発注者が参加



＊ポジティブコントラクター・サポート制度

• 全国に存在する、CCUSに前向きに取り組む企業(ポジティブコントラクター)を徹底的にサ
ポートし、公共発注者によるモデル工事へのエントリーをお手伝いしています。

• なかなか実践環境を見る機会が少ない公共発注者との相互理解を計りながら、モデル工事
見学会等を通じて当該エリアの同業他社や専門工事企業への普及展開を図っています。
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• 直庸技能者だけでなく、下請企業を含めて技能者の
レベルアップ・処遇改善のために汗を掛けること

• 既にモデル工事を受注した、もしくは、これから適正な
現場運用を学び、モデル工事を受注していきたい

• 同業者や下請、発注者等を集めて見学会を開催でき
ること(開催時期は応相談）

• 加点目的だけでモデル工事に取り組まないこと

★適用条件：

サポート申込：
ccus01@kensets

u-kikin.or.jp

★運用手順：

事前打合せ(Web)

• 右記モデル工事推進ロ
ードマップに従い、基金
のサポートを受けながら、
発注者とともにモデル工
事を進めていきます。

• 必要に応じて、下請の事
業者・技能者登録会も
開催します

モデル工事推進ロードマップ

★留意事項:

• 事前打合せは無料ですが、説明会１以降は以下の費用はご負担ください
• 講師の旅費（交通費・宿泊費）
• 説明会・見学会に掛かる費用（施設利用料、テキスト印刷代、電力通信費等）

見学会



5-2.CCUSモデル工事評価項目の事例

事例比較 直轄モデル工事
（実施要領）

直轄モデル工事
（計測日で完結できるよう明確化した
方式）

埼玉県
R5.12.25～

山梨県
R6.7.1～

評価の対象 下請事業者
下請技能者

（元請）下請事業者
（元請）・下請技能者

元請・下請技能者 元請・下請技能者

評価項目・【基準
(最低)％】

① 登録事業者率：CCUS登
録事業者の数/下請企業
の数 【90(70)】

② 登録技能者率：CCUS登
録技能者の数/技能者の
数 【80(60)】

③ 就業履歴蓄積率：カード
タッチして入場した技能者
の数/現場に入場した技能
者の数 【50(30)】

① 登録事業者率：CCUS登録事業
者の数/計測日に入場した下請企
業の数 【90(70)】

② 登録技能者率：CCUS登録技能
者の数/計測日に入場した技能者
の数 【80(60)】

③ 就業履歴蓄積率：カードタッチし
て入場した技能者の数/計測日に
現場に入場した技能者の数
【50(30)】

① 技能者情報登録(登録技能
者率)：CCUS登録技能者
の総数 （CCUS施工体制
技能者登録が完了している
者）/技能者の総数（作業
員名簿登録者数）【60】

② 就業履歴情報登録：全工
事期間行ったこと

① 施工体制技能者登録（施工体制
登録技能者率）：施工体制登録
技能者の数/技能者の数（作業
員名簿）【60】

② 就業履歴情報登録：全工事期間
維持したこと

評価時点 計測日 計測日 全施工期間 ①は計測日
②は全施工期間

実施報告資料 指定なし • 計測日入場者リスト
• 総括表（エクセル）
• 就業履歴月別カレンダー
• 根拠資料（工事安全日誌、KY実

施活動表）
• 施工体系図

• CCUS施工体制登録技能者
一覧

• 作業員名簿（竣工時・全
社）

• 就業履歴月別カレンダー（全
工事期間分）

• 計測日入場者リスト
• CCUS施工体制登録技能者一覧
• 作業員名簿（計測日入場のみ）
• 総括表（エクセル）
• 就業履歴月別カレンダー（全工事

期間分）
• 根拠資料（KY実施活動表）
• 施工体系図

備考 評価項目の定義のが明確でな
く、発注部署によって取扱いが
異なることもあるため膨大な資
料を作成・提出する例もある

計測日で完結するので負担感は少な
いが、作為的に計測日に入場する技能
者を制限する恐れもある。これに対応す
るため、計測日をあとで決めることも考え
られる

施工体制技能者登録の評価にま
で踏み込んだ実施要領となったが、
竣工後の評価となるので、計測
日ごとにチェック・是正することがで
きない

埼玉方式を改良し、適正な現場運用と
なるよう工期半ばでチェックすることとした。
②についても毎月の災防協に合わせた
ルーティーンでチェックするよう指導が盛り
込まれている

＊発注者支援機能①CCUS
利用状況では、既に施工体制
登録事業者・技能者を出力す
る機能となっており、実施要領
の評価項目とは食い違ってい
る
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事業者登録・技能者登録だけでなく就業履歴の蓄積が適切に評価されるような評価項目の深化が必要



5-3.モデル工事のあるべき方向性

• R2dスタート時：「登録」・「蓄積環境」を
評価
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能力評価に繋がる有効な就業履歴の蓄積

＝適正な現場運用を評価項目とすべき

発注者・受注者の相互理解でモデル工事を運用

元請がトライし易い管理基準・実績報告要領
（＝発注者側の管理も容易になる）

+

CCUSの土台となる
技能者・事業者登録の拡大
【登録拡大フェーズ】

改正建設業法と一体となった、
処遇改善・業務効率化の拡大
【メリット拡大フェーズ】

●実効性のある実施要領への改訂が鍵



*参考：モデル工事の試行を契機とした説明会事例：
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●山梨県CCUS活用モデル工事説明会（2024.08/05元請、09/02：下請事業者対象）

・昨年12月より適正な現場運用を評価項目とするよう協議を続けてきた山
梨県がR6.7.1よりついにモデル工事の試行を開始したことを契機として、

・協会との共催で会員企業向けのセミナーを開催。
・午前は経営層向け概要説明会、午後は実務担当者向け現場運用方法
説明会と事業者登録会を並行して開催。

・やはり発注者が主催するセミナーは、工事成績評定の加点に関わるので
温度感が違う。施工体制登録技能者率を計測する実務手順が実際の
画面操作も含めて複雑感は否めない中でも、みな熱心に取り組んでいた。
⇒今後の普及促進のモデルケースとなる。 事業者数 参加者数 合計

第一部 34 41
45社

(77名)
第二部・運用 37 51

第二部・登録 4 7

参加者

主催者

山梨県 部署 役職 氏名

県土整備
部

技術管理
課

課長補佐 森 真吾

技術基
準担当

課長補佐 国久秀樹

副主幹 望月武士

主任 赤池弘之

参加者



建設キャリアアップシステム

END

CCUSで業務改革・DX：
利益向上と処遇改善の好循環をまわそう！
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